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国
会
の
あ
り
方
に
対
す
る
政
府
の
見
解
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
民
の
代
表
た
る
国
会
議
員
が
集
う
、
我
が
国
の
国
権
の
最
高
機
関
で
あ
る
国
会
の
あ
り
方
に
関
し
、
与
党
で
あ
る
自
民
党

は
じ
め
各
党
内
で
様
々
な
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
三
権
分
立
を
旨
と
す
る
我
が
国
に
お
い
て
、
国
会
の
あ
り
方
は
あ
く
ま

で
第
一
義
的
に
国
会
で
議
論
さ
れ
、
決
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
我
が
国
は
議
院
内
閣
制
を
採
用
し
て
い
る
。
国
会

議
員
に
よ
り
内
閣
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
以
上
、
政
府
、
内
閣
と
し
て
も
そ
の
あ
り
方
と
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
。

右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

我
が
国
の
内
閣
総
理
大
臣
が
国
会
に
出
席
す
る
回
数
は
、
あ
る
調
査
に
よ
る
と
二
〇
一
一
年
で
年
間
百
二
十
七
日
で
あ

り
、
英
国
首
相
の
三
十
六
日
、
フ
ラ
ン
ス
首
相
の
十
二
日
、
ド
イ
ツ
首
相
の
十
一
日
等
、
主
要
国
と
比
較
し
て
も
圧
倒
的
に

多
い
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
安
倍
晋
三
内
閣
と
し
て
、
我
が
国
総
理
と
閣
僚
の
国
会
出
席
の
回
数
は
、
客
観
的
に
比
較
で
き

る
デ
ー
タ
を
有
し
て
い
る
か
。

二

安
倍
内
閣
と
し
て
、
我
が
国
総
理
と
閣
僚
の
国
会
出
席
の
回
数
は
、
他
国
と
比
較
し
て
多
い
と
認
識
し
て
い
る
か
。

三

安
倍
内
閣
と
し
て
、
我
が
国
総
理
と
閣
僚
の
国
会
出
席
の
回
数
は
、
年
間
ど
れ
く
ら
い
で
あ
る
こ
と
が
国
益
に
か
な
う
も

の
で
あ
る
の
か
、
国
会
出
席
以
外
の
重
要
な
公
務
を
担
う
政
府
の
認
識
を
示
さ
れ
た
い
。

一



四

国
会
改
革
の
各
党
に
よ
る
議
論
の
中
で
、
我
が
国
総
理
と
閣
僚
が
国
会
に
出
席
す
る
回
数
を
減
ら
し
、
外
国
訪
問
や
国
際

会
議
へ
の
出
席
を
よ
り
し
易
く
す
べ
き
と
の
意
見
が
出
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
実
際
に
そ
の
公
務
を
担
う
安
倍
内
閣
の
認

識
を
示
さ
れ
た
い
。

五

現
在
我
が
国
の
国
会
に
は
、
衆
議
院
は
十
七
の
常
任
、
十
の
特
別
、
計
二
十
七
の
委
員
会
が
、
参
議
院
は
十
七
の
常
任
、

八
の
特
別
、
計
二
十
五
の
委
員
会
が
、
他
に
は
衆
議
院
で
は
二
、
参
議
院
で
は
四
の
調
査
会
等
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
右
の

衆
参
に
お
け
る
常
任
・
特
別
委
員
会
、
調
査
会
等
の
数
は
適
切
で
あ
る
か
安
倍
内
閣
の
認
識
を
示
さ
れ
た
い
。

六

基
本
的
に
衆
参
の
各
委
員
会
、
特
に
常
任
委
員
会
は
同
じ
も
の
が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
外
交
と
安
全
保
障
に
つ

い
て
は
、
衆
議
院
で
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
委
員
会
が
あ
る
一
方
で
、
参
議
院
で
は
外
交
分
野
と
防
衛
分
野
を
議
論
す
る
委
員
会

が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
決
算
と
行
政
監
視
に
関
し
て
は
、
逆
に
衆
議
院
で
は
一
つ
の
委
員
会
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
な

が
ら
、
参
議
院
で
は
別
々
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
衆
参
両
院
で
、
一
つ
の
委
員
会
に
ま
と
め
て
統
一
し
た
方
が
、
国

民
に
と
っ
て
も
理
解
し
や
す
く
、
我
が
国
総
理
と
閣
僚
の
出
席
等
時
間
的
な
も
の
を
含
め
、
諸
経
費
の
節
減
に
資
す
る
と
考

え
る
が
、
安
倍
内
閣
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

七

政
府
が
、
国
益
の
観
点
か
ら
閣
僚
の
海
外
出
張
、
国
際
会
議
の
出
席
を
考
え
る
な
ら
ば
、
時
代
に
あ
っ
た
委
員
会
に
す
べ

二



く
、
統
合
等
、
政
府
と
立
法
府
で
積
極
的
に
協
議
す
べ
き
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

右
質
問
す
る
。
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